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共助の大切さ
【２年ぶりに村防災訓練を実施】

山形村
Yamagata Village

　今年の年長児の運動会のテーマは「やさいまつり」です。保育園の畑で
たくさんの作物を育て、収穫し、給食で食べてきた経験を通じ、年長児自ら
このテーマを決定しました。
　野菜を収穫する競技では、ニンジンやダイコン、ナスなどの色とりどりの
野菜を手にして、先生の持つ収穫かごを追いかけました。たくさん野菜に
触れてきた保育園生活、おいしく野菜が食べられるようになったね。

9月29日　山形保育園運動会
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申請できる方

補 助 金 額

提 出 期 限

私立の高校等に通う生徒の保護者
※５月１日時点で村に住所のある方に限ります

生徒１人につき20,000円（年額） ※保護者に過年度分の村税等の滞納が
ある場合は交付されません（提出期限までに完納された場合は交付の対
象となります）
令和５年１月３１日（火）

　９月４日（日）、村の地震総合防災訓練が２年ぶりに行なわれました。村民の安否確認の徹底を課題に掲げ、各地区自
主防災会と連絡班が協力して訓練を実施しました。事前に作成した世帯情報（村全体２，９８０世帯、居住者８，３６４人）に
対して、安否確認ができたのは６，１１６人でした。また、連絡班に加入していない世帯数は９５６世帯、安否確認ができた
世帯数は１０８世帯でした。
　大災害が発生した際は、お互いを助け合う共助が大きな力を発揮します。村では、今回の訓練の反省も踏まえ、
逃げ遅れゼロを目指し、地域と共に構築していきます。
　今回の訓練を通じて隣近所・地域での共助の大切さを再確認する機会となりました。
※数値はいずれも訓練時の速報値です

共助の大切さ 【２年ぶりに村防災訓練を実施】

　近年激甚化している自然災害に対して、災害時でも制限なく情報を得られるよう
に防災拠点施設に無料Wi-Fiを整備しました。
 Wi-Fi整備施設
・ 役場庁舎
・ 農業者トレーニングセンター
・ 保健福祉センター　いちいの里

公衆無線LAN（Wi-Fi）を整備しました

　村では、私立の高校等に通う生徒の保護者を対象に、年に１回、通学費に対する補助金を交付しています。

　お子様が私立の高校等に通っているが令和４年度の補助金をまだ申請していないという方は、役場総務課までご連
絡ください。

申請はお済みですか？
私立高等学校等通学者補助金

● 山形村防災メールにご登録ください ●
　ご登録いただいたメールアドレスに、Ｊアラートや防災・災害情報、
有害鳥獣出没情報、行方不明者の捜索情報などが配信されます。
 登録方法
1. 右記のＱＲコードを読み取っていただくか、
 204501yamagata@x.bmd.jpに空メールを
 送ってください。
２. 配信されるメール本文に記載されている
 ＵＲＬにアクセスし、本登録をしてください。

里親を募集しています
～まずは知ることから～
 里親制度とは
　さまざまな事情で家族と暮らせない子どもを家庭に迎え入れて、温かい愛情をもって養育される制度です。
　村では、関係機関と連携しながら、この取り組みを応援しています。
 里親のカタチ

里親制度に関するパネル展示・個別相談会を実施します。

　山形村議会9月定例会において同意を得て、
教育委員に小林正幸さんが任命されました。
　任期は令和4年10月1日から令和8年9月
30日までです。

教育委員のご紹介

　ご自宅など私有地の樹木、生垣や草等が車道や歩道に張り
出していると自動車、自転車や歩行者等の通行に支障をきた
すだけでなく、事故が発生する恐れがあります。
　樹木等所有者の皆さまには、
今一度所有地を見回りしていた
だき、車の通行の安全や児童生
徒の通学路の安全確保のため、
道路や歩道に張り出している樹
木・生垣等の伐採（剪定）に、ご理
解ご協力をお願いいたします。

道路上に張り出している樹木等の
適正な管理について（お願い）

小林 正幸さん
（下大池区　橋爪東）

内容 家族と暮らせない子どもを一定期間家庭に迎え入れる 養子縁組によって、子どもの親になる

受け入れる子どもの年齢 0歳～18歳 （必要と認められれば20歳まで） 原則6歳未満の子ども

国からの補助 月9万円 ＋ 生活費 0円

養育里親 養子縁組里親

里親になる条件

里親普及イベント

里親登録までのステップ

子どもの養育に理解や
熱意、愛情をもっていること1 経済的に困窮していないこと2

研修を受講していること3 本人や同居人が過去に児童
虐待などをしていないこと4
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●期間：11月21日（月）～11月25日（金）
●場所：役場１階フロア
●日時：11月27日（日）　午前10時～午後3時30分（最終受付は午後3時）
●場所：子育て支援センターすくすく
●お問い合せ・申し込み先：松本児童園  N0263-47-0590（平日午前9時～午後5時）

パネル展示

個別相談会
※要予約
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　75歳以上の方や障がいのある方等を対象に、アルピコ交通山形線（路線バス）
の回数券（ラ・クーポン）を配布しています。バスを使ってお出かけして、コロナで
引きこもりがちだった心身をリフレッシュしましょう!
※広報やまがた5月号で掲載した内容の再周知となります。

高齢者等バス回数券配布事業実施中！

新型コロナワクチン接種情報

風しんの抗体検査・予防接種はお済みですか？
　風しんの流行を防ぐため、公的な予防接種を受ける機会のなかった世代を対象に、抗体検査と予防接種のクー
ポン券を発行しています。クーポン券を利用すると無料で抗体検査を受けられ、検査結果が基準値より低い場合
には、予防接種も無料で受けられます。

・ 対象の方には、４月中旬に個人通知でクーポン券を発送させていただいております。
・ 抗体検査の結果が陰性だった場合は、風しん第5期定期予防接種の対象となります。
・ クーポン券等を紛失された方は再発行ができますので、保健福祉課までお越しください。

～オミクロン株対応ワクチン接種について～
オミクロン株対応ワクチンは、従来型とオミクロン株の両方に対応した2価ワクチンです。村での集団接種は10
月から開始しています。

～小児（5～11歳）3回目接種について～
10月より3回目接種を開始しました。
詳細については村ホームページをご確認ください。

～初回（1・2回目）接種がお済みでない方～
オミクロン株ワクチンの接種を希望される場合は、12月末までに従来型ワクチンで初回（1・2回目）接種を完了
してください。

●村健診（検診）情報

●毎月19日は食育の日です ～ 11月はみんなで「和食」を食べましょう。～

健診（検診）のお申し込みをお忘れではありませんか？
健康スクリーニング、乳がん超音波検診、子宮がん検診を希望される方は下記までお問い合わせください。

現在行なっている健診（検診）

個別健診（特定健診、活き生き健診）
個別子宮がん検診
マンモグラフィー検診

 　　※クーポン券の受け取りがまだの方は
　 　　保健福祉課までお越しください。

今後の予定
● 乳房超音波検査・・・11月1日（火）、2日（水）（予約制）
●集団子宮がん検診・・・11月11日（金）、14日（月）（予約制）
●骨健診・・・11月14日（月）
●健康スクリーニング・・・12月2日（金）（予約制）
●胃がん検診・・・12月15日（木）、16日（金）（予約制）
●大腸がん検診・・・12月15日（木）、16日（金）

接 種 対 象 者
接 種 間 隔
ワクチンの種類
接 種 回 数
予 約・接 種

初回接種（1・2回目）を終えた12歳以上の方
前回接種日から5か月以上
ファイザー社、またはモデルナ社の2価ワクチン
現時点では1人1回
①3・4回目未接種で9月末までに接種券が届いている方
すでに送付している未使用の接種券で予約ができます。
紛失された場合は、接種券の再発行の申請を行なってください。
申請は右記のQRコードからもできます。
②3・4回目未接種で上記①に該当しない方
前回接種から5か月経過を目安に接種券を順次発送する予定です。
③5回目未接種の方
前回接種から5か月経過を目安に接種券を順次発送する予定です。

詳細はこちら

接種券の
再発行はこちら

詳細はこちら

対象者 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
期　間 令和7年3月31日まで
料　金 無料

No.5 2

　今年の夏は長く、9月に入っても暑い日が続きまし
たね。また、雨が全然降らないほどよい天気が続いた
り、反対に降ると長引くような極端な天候、気候が増
えてきたような感じがします。こういう時には体調を
崩しやすいですので、気を付けながら過ごし、収穫の
秋を楽しみたいものです。

　協力隊の活動は2年目を迎え、農業研修をしながら
遊休農地再生へ向けた取り組みも始めました。
　取り組むまでに色々考えていましたが、いざやって
みると段取りに時間がかかったり、想定以上にうまくい
かない部分が多く出てきて、一筋縄ではいかないなが
らも、これから就農するのに必要な経験ができている
と感じています。しっかり独立できるように、失敗も成
功も、経験を積み上げていければよいと思います。

　ということで、草だらけの状態から、草刈り、木の切り
株除去、耕うん、土づくりとやってきて、秋野菜の作付
けを行なっています。
　どうしようもない問題は、石まじりの畑で粗い隙間
ができやすいことです。ダイコンなど根を収穫する作
物はまず作れないですし、種をまくと表土が乾きやす
くて発芽むらがよく発生してしまいます。山沿いの遊
休農地ではこうした畑が多いと思うので、再生しても
作付けできる品目は結構絞られてしまうでしょう。
　あとはスギナがひどいですね。草刈りではほとんど
見えなかったのですが、地下茎としてたくさん居たよう
で、続々と生えてきて格闘中です。
　本当に収穫までいけるかわかり
ませんが、うまくすれば11月13日
（日）の松本山雅FCのパブリック
ビューイングで販売しますので、
フェイスブックの協力隊ページの
チェックを、未登録の方は登録から
お願いいたします。

　もう一つお願いですが、畑を探しております。もし管理
させてもいいと考えている方がいらっしゃれば、役場ま
でご一報ください。是非ともよろしくお願いいたします。

大橋 一允 隊員
(農業振興)

協力隊の
フェイスブックは

こちら

対  象  者

配 布 額
申 請 方 法

申 請 期 間
申請者の声

山形村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方
①申請日時点で満75歳以上の方
②各種障害者手帳を所有している方（バスに同乗する介添者も1名まで配布の対象となります）
一人につき回数券（ラ・クーポン）6,500円分（500円券×13枚綴り） ※配布は一人1回まで
役場企画振興課窓口にてご申請ください。
対象者であることを確認しますので、以下をお持ちください。
※障がい者の方が介添者分も申請する場合は、障がい者本人に介添者が同行の上、同時に申請が必要です。
①満75歳以上の方…運転免許証、マイナンバーカード（顔写真付き）、健康保険証等公的身分証明書
②障がい者の方…各種障害者手帳
※対象者本人以外が手続きする場合、委任状と代理人の公的身分証明書も併せて必要となります。委任状の様式は
企画振興課窓口のほか、村ホームページからもダウンロードできます。

令和５年3月31日（金）まで
・ 通院で松本の病院に通っているのでありがたい。
・ 松本にバスで行く機会があまりないので、これを機会に
　松本を散策してみようと思う。

村ホームページ

9月末時点で約170人から
申請をいただきました！
申請がまだの方は
ぜひこの機会に
いかがでしょうか？
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　75歳以上の方や障がいのある方等を対象に、アルピコ交通山形線（路線バス）
の回数券（ラ・クーポン）を配布しています。バスを使ってお出かけして、コロナで
引きこもりがちだった心身をリフレッシュしましょう!
※広報やまがた5月号で掲載した内容の再周知となります。

高齢者等バス回数券配布事業実施中！

新型コロナワクチン接種情報
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・ クーポン券等を紛失された方は再発行ができますので、保健福祉課までお越しください。

～オミクロン株対応ワクチン接種について～
オミクロン株対応ワクチンは、従来型とオミクロン株の両方に対応した2価ワクチンです。村での集団接種は10
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～小児（5～11歳）3回目接種について～
10月より3回目接種を開始しました。
詳細については村ホームページをご確認ください。

～初回（1・2回目）接種がお済みでない方～
オミクロン株ワクチンの接種を希望される場合は、12月末までに従来型ワクチンで初回（1・2回目）接種を完了
してください。

●村健診（検診）情報

●毎月19日は食育の日です ～ 11月はみんなで「和食」を食べましょう。～

健診（検診）のお申し込みをお忘れではありませんか？
健康スクリーニング、乳がん超音波検診、子宮がん検診を希望される方は下記までお問い合わせください。

現在行なっている健診（検診）

個別健診（特定健診、活き生き健診）
個別子宮がん検診
マンモグラフィー検診

 　　※クーポン券の受け取りがまだの方は
　 　　保健福祉課までお越しください。

今後の予定
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接 種 対 象 者
接 種 間 隔
ワクチンの種類
接 種 回 数
予 約・接 種

初回接種（1・2回目）を終えた12歳以上の方
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接種券の
再発行はこちら

詳細はこちら

対象者 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
期　間 令和7年3月31日まで
料　金 無料

No.5 2
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対  象  者
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令和５年3月31日（金）まで
・ 通院で松本の病院に通っているのでありがたい。
・ 松本にバスで行く機会があまりないので、これを機会に
　松本を散策してみようと思う。

村ホームページ

9月末時点で約170人から
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令和３年度 山形村の決算 　令和３年度の決算が、村議会９月定例会において承認されました。
　一般会計の歳入総額は前年度比１２．６%減の４３億９，３４７万円、歳出総額は１６．６%減の４１億１，６９３万円、実質収支は２億３，６６１万
円で黒字決算となりました。

歳 入 歳 出

山形さん一家の家計簿

実質公債費比率　7.3％
将来負担比率　数値なし

総額
4,393,479
（単位：千円）

村税（地方税）
1,117,019
25.4％

村税（地方税）
1,117,019
25.4％

県支出金
222,952
 5.1％

県支出金
222,952
 5.1％

地方交付税
1,479,028
33.7％

地方交付税
1,479,028
33.7％

国庫支出金
663,220
 15.1％

国庫支出金
663,220
 15.1％

使用料及び
手数料ほか
40,519
0.9％

使用料及び
手数料ほか
40,519
0.9％

繰入金
108,072
2.5％

繰入金
108,072
2.5％

財産収入・寄附金・
繰越金・諸収入
248,041
5.6％

財産収入・寄附金・
繰越金・諸収入
248,041
5.6％

地方譲与税
50,465
1.1％

地方譲与税
50,465
1.1％

その他
257,599
5.9％

その他
257,599
5.9％

村債
206,564
4.7％

村債
206,564
4.7％

自

依
存

主
財

財

源

源

34
4
%
・

65
6 %・

総額
4,116,933
（単位：千円）

土木費
424,870
10.3％

土木費
424,870
10.3％

教育費
341,047
8.3％

教育費
341,047
8.3％

公債費
310,065
7.5％

公債費
310,065
7.5％

農林水産業費
173,004
4.2％

農林水産業費
173,004
4.2％

商工費
58,125
1.4％

商工費
58,125
1.4％

総務費
885,098
21.5％

総務費
885,098
21.5％

民生費
1,335,980
32.5 ％

民生費
1,335,980
32.5 ％

衛生費
364,309
8.8％

衛生費
364,309
8.8％

消防費
139,164
3.4％

消防費
139,164
3.4％

議会費
65,548
1.6％

議会費
65,548
1.6％

災害復旧費
0
0％

災害復旧費
0
0％

その他
19,723
0.5％

その他
19,723
0.5％

自主財源・依存財源／村税や施設使用料など、
村が自らの収入とすることができるお金が「自
主財源」。地方交付税、国庫・県支出金など、国や
県から交付されるお金と借入金が「依存財源」
地方交付税／村の行政需要と財政力に応じて、
国から交付されるお金
国庫支出金・県支出金／事業の財源として使い
道が特定された、国や県から交付されるお金
村債／事業を行うために、村が国や金融機構な
どから借りるお金

歳入用語説明

新型コロナウイルス対策関連の国庫補助金が令和2
年度より減少しましたが、歳入総額は例年より多く
なっています。また自主財源の柱である村税全体で
は昨年度より5.9％増加しておりますが今後も継続
的な自主財源の確保が課題となります。

令和2年度に引き続き新型コロナウイルス対策関連が主な事業
になっております。その中で子育て世帯への臨時特別給付事業
や新型コロナウイルスワクチン接種事業が大きな事業でした。

科目名
議会費
総務費
民生費
衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
公債費
消防費

災害復旧費
教育費

村議会議員報酬、議会議事録作成委託料
選挙費、移住定住事業
福祉支援事業、保育園等の子育て事業
ごみ処理負担金、ごみ収集運搬委託料
農業委員会委員報酬、農地流動化奨励金事業
商工業事業者への補助事業、観光振興推進事業
除雪費、道路新設改良事業
借金の返済
松本広域連合負担金、分団運営経費
突発的な自然災害などの復旧経費
鉢盛中学校維持経営費、小学校の光熱水費

主な事業

項目

給与収入  

パート収入および賃貸収入  

親からの
援助 

使い道自由

使い道が決まっている

1,271,224円

2,033,801円

1,008,508円

歳入

村税

貯金取崩 122,991円 繰入金

借金 235,080円 村債

雑入 166,723円 諸収入、寄附金

繰越金 

合計 5,000,000円

105,935円 繰越金

55,738円 使用料及び
手数料、財産収入ほか

地方交付税、交付金等

国・県支出金

決算上の区分 項目

食費 971,843円

歳出

人件費

医療費 780,115円 扶助費

住宅等ローン返済 352,870円 公債費

光熱水費 760,363円 物件費

保険料等 925,084円 補助費等

友人へ貸したお金 11,381円 貸付金

子どもへの仕送り 306,425円 繰出金

貯金・株式投資 313,206円 積立金

家や車の修繕費 31,301円 維持修繕費、
災害復旧費

家の増改築費 232,690円

合計 4,685,278円

普通建設事業費

決算上の区分

もしも村の決算が年収500万円の家庭だったら
自治体の決算は金額が大きすぎて、想像がつかないので、年収500万円の家庭の家計簿にしました

　このように、村は、家族で稼いだお金（村税・使用料等）だけでは支出の
すべてをまかなうことができないため、親からの援助（地方交付税等）や
借金（村債）で生活している状態にあります。しかし、親からの援助（地方
交付税等）及び借金（村債）の中には親が代わりに受け取っているお金（消費税交付金等）や親の代わりに借りているお金（臨時財
政対策債）も含まれています。
　今後給与収入（村税）が減少して行くことが予想されるため、経常的にかかる経費の食費（人件費）、生活費（物件費等）、家の
増改築費（普通建設事業費）などを節約しながら支出を抑えていくことが必要です。

※詳細は広報やまがた令和4年2月号で紹介しています。

村の決算を「村民１人あたり」でみると…

農林水産業費20,260円
農林業の振興のために

衛生費42,664円
ごみ処理や村民の健康のために

商工費6,807円
商工業の振興や
観光のために

土木費49,756円
道路や公園の
整備などのために

教育費39,940円
学校などの整備や
教育振興のために

消防費16,297円
火災・自然災害などの
防災活動のために

災害復旧費 0円
突発的な自然災害などの

復旧のために

公債費36,312円
村の借金返済のために

議会費7,676円
議会運営のために

民生費156,456円
子どもやお年寄りなどの

福祉のために

総務費103,654円
行政運営のために

その他2,310円

人口 8,539人（令和4年3月31日現在）
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村が自らの収入とすることができるお金が「自
主財源」。地方交付税、国庫・県支出金など、国や
県から交付されるお金と借入金が「依存財源」
地方交付税／村の行政需要と財政力に応じて、
国から交付されるお金
国庫支出金・県支出金／事業の財源として使い
道が特定された、国や県から交付されるお金
村債／事業を行うために、村が国や金融機構な
どから借りるお金

歳入用語説明

新型コロナウイルス対策関連の国庫補助金が令和2
年度より減少しましたが、歳入総額は例年より多く
なっています。また自主財源の柱である村税全体で
は昨年度より5.9％増加しておりますが今後も継続
的な自主財源の確保が課題となります。

令和2年度に引き続き新型コロナウイルス対策関連が主な事業
になっております。その中で子育て世帯への臨時特別給付事業
や新型コロナウイルスワクチン接種事業が大きな事業でした。

科目名
議会費
総務費
民生費
衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
公債費
消防費

災害復旧費
教育費

村議会議員報酬、議会議事録作成委託料
選挙費、移住定住事業
福祉支援事業、保育園等の子育て事業
ごみ処理負担金、ごみ収集運搬委託料
農業委員会委員報酬、農地流動化奨励金事業
商工業事業者への補助事業、観光振興推進事業
除雪費、道路新設改良事業
借金の返済
松本広域連合負担金、分団運営経費
突発的な自然災害などの復旧経費
鉢盛中学校維持経営費、小学校の光熱水費

主な事業

項目

給与収入  

パート収入および賃貸収入  

親からの
援助 

使い道自由

使い道が決まっている

1,271,224円

2,033,801円

1,008,508円

歳入

村税

貯金取崩 122,991円 繰入金

借金 235,080円 村債

雑入 166,723円 諸収入、寄附金

繰越金 

合計 5,000,000円

105,935円 繰越金

55,738円 使用料及び
手数料、財産収入ほか

地方交付税、交付金等

国・県支出金

決算上の区分 項目

食費 971,843円

歳出

人件費

医療費 780,115円 扶助費

住宅等ローン返済 352,870円 公債費

光熱水費 760,363円 物件費

保険料等 925,084円 補助費等

友人へ貸したお金 11,381円 貸付金

子どもへの仕送り 306,425円 繰出金

貯金・株式投資 313,206円 積立金

家や車の修繕費 31,301円 維持修繕費、
災害復旧費

家の増改築費 232,690円

合計 4,685,278円

普通建設事業費

決算上の区分

もしも村の決算が年収500万円の家庭だったら
自治体の決算は金額が大きすぎて、想像がつかないので、年収500万円の家庭の家計簿にしました

　このように、村は、家族で稼いだお金（村税・使用料等）だけでは支出の
すべてをまかなうことができないため、親からの援助（地方交付税等）や
借金（村債）で生活している状態にあります。しかし、親からの援助（地方
交付税等）及び借金（村債）の中には親が代わりに受け取っているお金（消費税交付金等）や親の代わりに借りているお金（臨時財
政対策債）も含まれています。
　今後給与収入（村税）が減少して行くことが予想されるため、経常的にかかる経費の食費（人件費）、生活費（物件費等）、家の
増改築費（普通建設事業費）などを節約しながら支出を抑えていくことが必要です。

※詳細は広報やまがた令和4年2月号で紹介しています。

村の決算を「村民１人あたり」でみると…

農林水産業費20,260円
農林業の振興のために

衛生費42,664円
ごみ処理や村民の健康のために

商工費6,807円
商工業の振興や
観光のために

土木費49,756円
道路や公園の
整備などのために

教育費39,940円
学校などの整備や
教育振興のために

消防費16,297円
火災・自然災害などの
防災活動のために

災害復旧費 0円
突発的な自然災害などの

復旧のために

公債費36,312円
村の借金返済のために

議会費7,676円
議会運営のために

民生費156,456円
子どもやお年寄りなどの

福祉のために

総務費103,654円
行政運営のために

その他2,310円

人口 8,539人（令和4年3月31日現在）
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経常収支比率
2,240,000
2,220,000
2,200,000
2,180,000
2,160,000
2,140,000
2,120,000
2,100,000
2,080,000
2,060,000
2,040,000
2,020,000

84

82

80

78

76

74

72

70

（千円） （％）

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 （年度）

2,092,5592,092,559

2,118,2762,118,276

2,164,0062,164,006

2,184,2282,184,228

2,218,0472,218,047

74.874.8

81.281.2

82.982.982.682.6

81.481.4

経常経費
経常収支比率

【解説】経常収支比率は、家
計に例えると毎月の収入に
対して、食費や光熱水費な
ど毎月支払わなければなら
ない経費の割合にあたりま
す。令和２年度から減少傾向
にありますが年々経常経費
が増えています。令和３年度
は、経常収入が増加したた
め経常収支比率が大幅に減
少しました。しかし、村税や
交付税は景気や国の動向に
影響されやすいため大きく
変動します。

【解説】基金は、将来の財政需要に備
え蓄えておく村の貯金にあたります。
それぞれ種類により使い道が分かれ
ています。主な基金の使い道は以下
のとおりです。
●財政調整基金
財源の不足が発生した時に使用し
ます。
●公共施設整備基金
公共施設の新設、改修、更新に使用
します。
●減債基金
借金の返済に使用します。

【解説】地方債は、村の借金です。近
年は、借金の返済が進んでおり、借金
の総額が減少しています。
臨時財政対策債とは・・・
臨時財政対策債（通称：臨財債）は、
国から地方自治体に交付する地方交
付税が不足するため、不足分の一部
を地方自治体が自ら借入をする地方
債のことです。しかし、このままだと
地方自治体が借金を返済することに
なってしまいますので、借金返済相当
額を毎年、国から負担をしてもらい借
金を返済するお金に充てています。

基金の残高
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

（千円）

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3（年度）

土地開発基金

その他

社会福祉の充実

公共施設設備

減債基金

財政調整基金

301,611301,611

932,437932,437

149,228149,228

894,470894,470 971,428971,428

149,248149,248

943,191943,191

8,0208,020
78,76578,765 78,82978,829

17,40417,404

918,738918,738

149,468149,468

1,018,0311,018,031 693,900693,900

149,588149,588

1,019,4591,019,459

23,65223,652
78,89378,893

78,95778,957
36,84636,846
303,454303,454

1,240,0881,240,088

149,699149,699

899,623899,623

302,182302,182 302,552302,552 303,018303,0182,6172,617
78,70278,702

地方債現在高
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

（千円）

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3（年度）

1,814,0881,814,088

1,036,9781,036,978 938,869938,869 874,109874,109 898,847898,847 814,683814,683

1,817,0681,817,068 1,787,1351,787,135 1,787,6851,787,685 1,737,9101,737,910

その他の村債
（建設事業等）
臨時財政対策債

　民間企業と同様に、利用料金などの事業収益で運営
している会計。

公営企業会計決算

（単位：千円）

※水道料金などの収入と水道施設の維持管理などのために要した支出

水道事業
下水道事業

200,732
405,203

148,181
327,938

52,551
77,265

会計区分 収　益 費　用 当年度純損益

　特定の事業を行なう場合や特定の収入で事業を行なう場合に、他
の会計と区分するため、法令や条例に基づき設置している会計。

特別会計決算

（単位：千円）

国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
清水高原簡易水道特別会計

1,040,446
731,422
84,416
17,794

1,033,134
664,534
84,083
16,540

7,312
66,888
333
1,254

会計区分 歳入総額 歳出総額 差引額

村民の負担

村
債
を

使
わ
な
い
と・・・

村
債
を

使
う
と・・・

現在の村民 将来の村民 現在の村民 将来の村民

村民の
負担

村民の負担 村民の負担

村民負担なし

村民の負担

以上のことから健全な財政運営が行なわれています。

公営企業会計名称 資金不足比率 健全化基準 説　明

水道事業会計 資金不足なし
20％ 公営企業会計の赤字額（資金不足）が料金収入等の規模に

対してどれくらい占めているかを示したもの下水道事業会計 資金不足なし

Ａ．一般会計の財政の健全度合いを示す４つの指標がありますのでそれぞれ見ていきましょう。

Ｑ．村の財政状況は大丈夫なの？
Ａ．それでは山形村の基金残高を見てみましょう。

Ｑ．村の貯金はどのくらいあるの?

Ａ．自治体の主要な財源である村税などの収入は、経済状況により変化することがあり、一定ではありま
せん。安定した住民サービスを継続して提供していくためには、災害や急激な経済状況の悪化など、不測
の事態にも備えておく必要があるからです。

Ｑ．なぜ貯金をするの？

Ａ．災害復旧や、公共施設の整備が重なった場合など、一時期に多額の経費が必要になります。そのため、
その年度の収入だけで賄おうとすると、他の住民サービスの提供に支障をきたしてしまいます。また、公共
施設の場合は、次の世代まで長く利用されます。現在の村民の皆さんだけではなく、将来の村民の皆さん
も利用するものであるため、世代間の負担を公平にするためにも、村の借金である村債を活用します。

Ｑ．なぜ借金をするの？

Ａ．それでは山形村の地方債現在高を見てみましょう。
Ｑ．村の借金はどのくらいあるの?

山形村財政Q&Aコーナー

指　標 説　明 結　果

実質赤字比率 赤字なし

早期健全化基準

15％

財政再生基準

20％家計でいうと赤字額が年収に対して
どれくらい占めているかを示したもの

連結実質赤字比率 赤字なし 20％ 30％上記の実質赤字比率に特別会計や
公営企業会計を含めた全会計の赤字の割合

実質公債費比率 7.3% 25％ 35％村の平均的な年間収入に対して借金返済額が
どのくらい占めているかを示したもの

将来負担比率 負担なし 350％将来見込まれる負債が年収の
何年分にあたるか示したもの

経常収支の推移はこのようになっています。

続いて特別会計、公営企業会計の状況を見てみましょう。
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経常収支比率
2,240,000
2,220,000
2,200,000
2,180,000
2,160,000
2,140,000
2,120,000
2,100,000
2,080,000
2,060,000
2,040,000
2,020,000
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（千円） （％）

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 （年度）

2,092,5592,092,559

2,118,2762,118,276

2,164,0062,164,006

2,184,2282,184,228

2,218,0472,218,047

74.874.8

81.281.2

82.982.982.682.6

81.481.4

経常経費
経常収支比率

【解説】経常収支比率は、家
計に例えると毎月の収入に
対して、食費や光熱水費な
ど毎月支払わなければなら
ない経費の割合にあたりま
す。令和２年度から減少傾向
にありますが年々経常経費
が増えています。令和３年度
は、経常収入が増加したた
め経常収支比率が大幅に減
少しました。しかし、村税や
交付税は景気や国の動向に
影響されやすいため大きく
変動します。

【解説】基金は、将来の財政需要に備
え蓄えておく村の貯金にあたります。
それぞれ種類により使い道が分かれ
ています。主な基金の使い道は以下
のとおりです。
●財政調整基金
財源の不足が発生した時に使用し
ます。
●公共施設整備基金
公共施設の新設、改修、更新に使用
します。
●減債基金
借金の返済に使用します。

【解説】地方債は、村の借金です。近
年は、借金の返済が進んでおり、借金
の総額が減少しています。
臨時財政対策債とは・・・
臨時財政対策債（通称：臨財債）は、
国から地方自治体に交付する地方交
付税が不足するため、不足分の一部
を地方自治体が自ら借入をする地方
債のことです。しかし、このままだと
地方自治体が借金を返済することに
なってしまいますので、借金返済相当
額を毎年、国から負担をしてもらい借
金を返済するお金に充てています。

基金の残高
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

（千円）

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3（年度）

土地開発基金

その他

社会福祉の充実

公共施設設備

減債基金

財政調整基金

301,611301,611

932,437932,437

149,228149,228

894,470894,470 971,428971,428

149,248149,248

943,191943,191

8,0208,020
78,76578,765 78,82978,829

17,40417,404

918,738918,738

149,468149,468

1,018,0311,018,031 693,900693,900

149,588149,588

1,019,4591,019,459

23,65223,652
78,89378,893

78,95778,957
36,84636,846
303,454303,454

1,240,0881,240,088

149,699149,699

899,623899,623

302,182302,182 302,552302,552 303,018303,0182,6172,617
78,70278,702

地方債現在高
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1,000,000

500,000

0

（千円）

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3（年度）

1,814,0881,814,088

1,036,9781,036,978 938,869938,869 874,109874,109 898,847898,847 814,683814,683

1,817,0681,817,068 1,787,1351,787,135 1,787,6851,787,685 1,737,9101,737,910

その他の村債
（建設事業等）
臨時財政対策債

　民間企業と同様に、利用料金などの事業収益で運営
している会計。

公営企業会計決算

（単位：千円）

※水道料金などの収入と水道施設の維持管理などのために要した支出

水道事業
下水道事業

200,732
405,203

148,181
327,938

52,551
77,265

会計区分 収　益 費　用 当年度純損益

　特定の事業を行なう場合や特定の収入で事業を行なう場合に、他
の会計と区分するため、法令や条例に基づき設置している会計。

特別会計決算

（単位：千円）

国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
清水高原簡易水道特別会計

1,040,446
731,422
84,416
17,794

1,033,134
664,534
84,083
16,540

7,312
66,888
333
1,254

会計区分 歳入総額 歳出総額 差引額

村民の負担

村
債
を

使
わ
な
い
と・・・

村
債
を

使
う
と・・・

現在の村民 将来の村民 現在の村民 将来の村民

村民の
負担

村民の負担 村民の負担

村民負担なし

村民の負担

以上のことから健全な財政運営が行なわれています。

公営企業会計名称 資金不足比率 健全化基準 説　明

水道事業会計 資金不足なし
20％ 公営企業会計の赤字額（資金不足）が料金収入等の規模に

対してどれくらい占めているかを示したもの下水道事業会計 資金不足なし

Ａ．一般会計の財政の健全度合いを示す４つの指標がありますのでそれぞれ見ていきましょう。

Ｑ．村の財政状況は大丈夫なの？
Ａ．それでは山形村の基金残高を見てみましょう。

Ｑ．村の貯金はどのくらいあるの?

Ａ．自治体の主要な財源である村税などの収入は、経済状況により変化することがあり、一定ではありま
せん。安定した住民サービスを継続して提供していくためには、災害や急激な経済状況の悪化など、不測
の事態にも備えておく必要があるからです。

Ｑ．なぜ貯金をするの？

Ａ．災害復旧や、公共施設の整備が重なった場合など、一時期に多額の経費が必要になります。そのため、
その年度の収入だけで賄おうとすると、他の住民サービスの提供に支障をきたしてしまいます。また、公共
施設の場合は、次の世代まで長く利用されます。現在の村民の皆さんだけではなく、将来の村民の皆さん
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YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

開催日

11月17日（木）

11月18日（金）

12月13日（火）

12月14日（水）

午前11時～正午

午後3時～4時

午前11時～正午

午後3時～4時

時間

開催日

11月17日（木）

11月18日（金）

12月13日（火）

12月14日（水）

午後2時～3時

午前10時30分～ 11時30分

午後2時～3時

午前10時30分～ 11時30分

時間

□対 18歳以上33歳未満の方
□受年間を通じて行なっています
□試 各自衛隊の地方協力本部の
　 ホームページでお知らせします
□問自衛隊長野地方協力本部
　  N0263-36-2787

陸・海・空自衛官候補生募　　集
●パブリックビューイングin山形村
　幅4メートルの巨大スクリーンで山雅の勝利を信じて応援しましょう!

　村議会は９月２０日（火）に議会改革推進検討特別委員会を設置しました。委員長は新居禎三議員、副委員長は小林
幸司議員と春日仁議員の２名が務めます。
 特別委員会の設置の目的
　従来当村の議会議員選挙では、全員無投票当選の時もありましたが、新旧議員の入れ替わりはありました。しかし、
本年3月に実施した議会議員選挙においては、前議員12人全員がそのまま無投票で当選となりました。また、今回の
選挙では、一時は欠員再選挙も心配されました。
　国政と異なり村長、議会議員がそれぞれ選挙で選ばれる二元代表制の地方自治体において、一方の代表である議会
に欠員が生じれば村政の停滞も考えられ、住民生活にも影響が及びます。
　そのような中、次回以降の議会議員選挙で同様な事態は避けなければならないとの議員間の認識が一致して、幅広
い世代から身近に感じられる議会にしていくために議会改革を進め、ご理解を深めていけるよう議員全員参加の特別
委員会の設置を決定しました。
 今後の協議について
　同様の課題を抱えた他自治体議会の改革に向けた事例を研究したり、有識者等からの助言等を参考にして、各委員
からアイデアなど意見集約を行ない、実施できることから行動に移していきます。
　まずはじめに、村議会をよく知っていただくための広報活動の充実や住民の皆さまとの意見交換の場の設置など、
有効と思われる方法を実施できるように各委員間で討議を行なう予定です。
 委員長からひとこと
　山形村議会だけでなく、現在多くの町村議会では議員のなり手不足の問題が顕在してい
ます。4年前に実施された議会議員選挙においては8人の新人の立候補があり、選挙が行な
われました。議員のなり手不足の問題は、まだまだ他人事のように思っていましたが、今回の
事態に当惑しています。
　当村も人口減少局面に入り、問題も山積みしています。今から次の選挙またその先を見
越した対策を議会自ら繰り出していかなければならないと思っています。
　村民の皆さまにご理解いただき、関心を持っていただけるよう行動して参ります。ご理解
ご協力をよろしくお願いいたします。

みんなで応援！ 松本山雅FC

議会改革に向け特別委員会を設置

□予 予約 □申申し込み□定 定員 □ ￥参加費□日日時 □場会場 □内内容 □期期間 □受受付 □試 試験 □問問い合わせ□対対象

親族で成年後見制度を利用している方、これから利用を検討
している方、成年後見制度に関心のある方を対象に「成年後
見人等のつどい」を開催します。
認知症や精神障がい、知的障がいのある家族の財産管理や
契約行為において成年後見制度の利用が必要になることが
あります。
「成年後見人等のつどい」では、実際に成年後見人を受任して
いる司法書士の先生から成年後見制度の概要や制度利用の
タイミング等について講演をしていただきます。
□日12月4日（日）午後1時30分～3時（講演）
　 午後3時～4時 (個別相談、先着順)　　　
□場松本市総合社会福祉センター 4階 大会議室
　 （松本市双葉4番16号）
□内（1）講演、質疑応答
「成年後見制度を学ぶ」
～認知症高齢者や障がい者をいかに守っていくかの方法
を考える～　講師／古川 静男司法書士
（2）個別相談4組（先着順）1組15分程度
□対松本市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村
　 に在住で
（1）親族等の成年後見人、保佐人、補助人になっている方
（2）成年後見制度の利用を検討している方
（3）成年後見制度に関心のある方
□定 80名
□ ￥無料
□受 11月1日（火）～30日（水）（土日・祝日を除く。）
午前8時30分～午後5時15分までの間に電話でお申し込
みください。個別相談を希望される方は申込みの際にお申
し出ください。
□申・□問 松本市社会福祉協議会 成年後見支援センターかけはし
　 N0263-88-6699
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止とさ
せていただく場合がございます。その場合は、お申し込みさ
れた方全員にご連絡させていただきます。

『成年後見人等のつどい』開催お知らせ

□日11月21日（月）午後1時30分～4時30分　　　
□場松本商工会館
□ ￥無料
□予長野県司法書士会ホームページの予約フォームまたは電
話申し込み
□申・□問 長野県司法書士会事務局   N026-232-7492

相続・贈与・成年後見
ワンストップ無料相談会お知らせ

□日初級編：消費税の基本的な仕組みから知りたい方向け

□場松本税務署3階大会議室（松本市城西2-1-20）
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願
いします。
□定 20名（先着順、事前予約）
□申松本税務署個人課税第一部門 N0263-39-3261（初級編）
　 松本税務署法人課税第一部門  N0263-39-3267（中級編）

中級編：インボイス制度を詳しく知りたい方向け

インボイス制度説明会お知らせ

期間中に参加そば店でそばを食べたお客様（小学生以上）に、
次回以降利用できる３００円の割引券を１枚進呈します。
※割引券の使用期限は令和５年２月２８日（火）まで
□期１０月２９日（土）～１１月１３日（日）
□場参加そば店  ※詳細はお問い合わせください
□問道祖神とそば祭り実行委員会  事務局
 　N0263-31-6220

新そば味わい祭りを開催しますお知らせ

11月5日（土）に開催予定であった「人権心配ごと相談」は、開催
場所の保健福祉センターいちいの里が新型コロナワクチン接
種会場になるため、中止させていただきます。なお、常設相談
は法務局松本支局（N0263-32-2571）にて、平日の午前9時
から午後4時に開設しています。
□問総務課　N98-3111

人権心配ごと相談 中止お知らせ

放送大学はテレビ・インターネットで授業を行なう通信制の
大学です。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい
など、様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
出願期間：11月26日（土）から令和5年3月14日（火）まで
□問放送大学長野学習センター　N0266-58-2332

放送大学2023年4月入学生募　　集

日 時

V S
場 所

11月13日（日）
午前11時 開場
午後1時5分 キックオフ
テゲバジャーロ宮崎
ミラ・フード館2階大ホール

●ホームタウンデーイベント  村ブース出展
　ホームもアウェイもみんな寄っていってくださいね!

日 時
V S
場 所
内 容

11月20日（日） 午前11時から午後2時キックオフまで
SC相模原
サンプロアルウィン
農産物の販売、ノベルティの配布等予定

今年の
パブリックビューイング

の様子

昨年の村ブース

新居 禎三 委員長
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まるごと
一週間

山形保育園
運動会（再）

山形保育園
運動会（再）

鉢盛中学校
白峰祭（再）

鉢盛中学校
白峰祭（再）

まるごと
一週間

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

松本市・塩尻市
チャンネル

松本市・塩尻市
チャンネル

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

まるごと
一週間

JA
グリーンタイム

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

松本市・塩尻市
チャンネル

ウィークエンド
情報局

松本市・塩尻市
チャンネル

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局（再）

まるごと
一週間

14

21

10/31 1 2 3 4 5

6

10/30

7 8 9 10 11 12

13 15 16 17 18 19

20 22 23 24 25 26

27 28 29 30 12/1 12/2 12/3

※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。

日 月 火 水 木 金 土

放送時間 月～土 日6時30分・9時・10時・11時（23時まで毎時間） ／ 9時・13時・17時・21時

おすすめおすすめ おすすめおすすめ

献血のお知らせ
 １１月１８日（金）午後2時～4時
 保健福祉センターいちいの里
日 時
会 場

多くの皆さまのご協力をお願いします。
※今回は４００ml全血献血限定とさせていただきます。

村税等納期限
　　 １１月２５日（金）
■国民健康保険税第5期
■後期高齢者医療保険料第5期
■介護保険料第5期
■上下水道料
※口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるように、また
現金納付の方は、お手元の納付書により納め忘れのないようにし
てください。

日 時

山形村公式LINEの友だち登録を
よろしくお願いします！

山形村公式LINEの友だち登録を
よろしくお願いします！

Yamagata Cable Television Service

１1月のすくすく
■11月2日（水）：らびっとタイム《手作り楽器であそぼう》
　自分だけのカラフル楽器を作ったら、リズムにのって
　あそんでみよう！
■11月9日（水）：ぴよぴよ広場《産後の身体ケア》
　助産師の栗岩さんに、産後大切にしたい身体のことや、
次の妊娠に向けてのアドバイスなど、
　お話していただきます。
※その他のイベント、詳細はホームページから
　すくすくだよりをご覧ください。

文化祭
芸能発表（再）

文化祭
芸能発表

やまのこ保育園
運動会（再）

山形小学校
運動会（再）

夜間窓口開設日
　　 １１月１６日（水）・３０日（水）
　　　午後７時３０分まで　出入口：正面玄関
業務内容
■戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
■印鑑証明書の発行　　■税金・各種料金等の納付
■所得証明書等の発行　■公図閲覧
■１２５ｃｃ以下のバイクの登録・廃車
■水道開閉栓の届出
※上記の業務内容以外は、お手続きできませんのでご了承ください。

日 時

　山に入るときは目立つ服装を心がけ、ワナ設置の表
示がある場所には近づかないようにしましょう。ハンター
の皆さまは安全管理を徹底し、事故防止に努めましょう。

 11月15日（火）から
　　　令和５年2月15日（水）まで
 （ワナ猟は令和５年３月15日（水）まで）

狩猟期間

狩猟解禁のお知らせ

　実りの秋を迎えていますが、野菜や果実の残渣は畑や
庭に放置しないようにしましょう。サルやクマ等への対策
として、地中へ埋めるなど適切な処分をお願いします。

鳥獣被害防止

村のうごき（10月1日現在総人口）
人口：8,544人（前月比 -4）　男：4,210人（前月比 -3）　女：4,334人（前月比 -1）　世帯数：３,１41世帯（前月比 +5）


